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11 技術提案

　計画地は既に建築物が存在する敷地ですので、土地の区画形質

の変更を行わない場合は、都市計画法第29条の開発行為の許可は

必要ないと考えて宜しいでしょうか。

　計画敷地は、都市計画法第29条による開発行為の許可は必要あ

りませんが、同法第34条第２号による開発協議が必要となりま

す。
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